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公益財団法人日本セーリング連盟

外洋安全委貫会

外 洋湘 南 ・ 葉 山 ヨ ッ トク ラ ブ 御 中

安 全 運 航 講 習 会 ・ プロ グ ラ ム

１．安 全 に 対 す る 意 識＝法 律 や 規則 は 守 って く れな い

法 律 や 規 則 の 遵 守：安 全 の 確 保 で は な い。

一 海 上 で 艇 や 乗 員 を 守 る こと がで きる の は、 自 分 自 身 で し か な い。

・ 艇 の 責 任 者 の 重 要 性。

２．事 前 準 備 の 大 切 さ

・ 艇の 構造 や 装 備 と い っ た ハ ー ド面の 点 検

・ 通 常 帆 走、 荒 天 帆 走、 落 水 な ど の トラ ブル 対 応 な どの ソ フ ト面 の訓 練

・主 な 事 故 防 止、 被 害 拡 大 防 止 の た めの 事 前 準 備。

浸 水／火災／操船不 能／落水

３．落水事故防止と 落水か らの被害拡大防止

３－１１落 水 し な い こ と が 最大 の 事 故 防 止

１ 適切 な 操 船、 適切 な作 業

セ ーフティ ーハー ネス やテザーの適切 な使 い方

３－２．被 害 の 拡 大 防 止

＜ 落水 者 ＞＝浮 いて いる こ と

ラ イ フ ジャ ケ ッ トの 種 類 と そ の 特徴

＜捜素 者＞

・ 落水 地点 の 記 録。 落水 者 を 見 失わ な い。

落 水 救 助 の 方 法 （ク イ ック ス トッ プ／ス ト レー トバ ック）



落 水 防 止 に は、 ま め なク リ ッ ピ ン グ

落水防止に は、作業時の適切な手順や位 置取りにより自身の体を保持することが大切で

あるが、波 浪の影響などで不意に自身 の体を支えられなく なるな どの万が一の 場合には

ハーネス とテ ザーが自身を艇から離れることを 防止する重要な装備 である。

ハ ー ネ ス と テ ザ ー の 使 用 に お い て 最 も 重 要 な こ と は、億 劫 が ら ず に ま め に 艇 にク リ ッ プ

す る こ と で あ る。せ っ かく ハ ー ネ ス と テ ザ ー を 装着 して い て も 艇 側 に ク リ ッ プ して いな

い 限 り、 そ れ はハ ー ネ ス とテ ザ ー の 役害■１を果 た さ な い。 時に テ ザ ー の ク リ ッ ピ ン グ は、

移動や作業時に邪魔に感 じられ、これくらいの海象ならば大丈夫 だろうと油断 した場合

に事故 は起きるもので ある。どんな場合でも作業のス ピー ドより安 全が優先されるべき

で あ り、 ま め な ク リ ッ プ が 自 身 を落 水 か ら 防 止 す る こ と を 忘 れ ない で 欲 し い。

膨 張式 ライ フジャ ケッ トは定期 点検が不可欠

「落水 しな い こ と、 さ せ な い こ と」 が 落 水 か ら始 ま る 以 降 の 被害 拡 大 防止 の 最 善 策 で あ

る。 た だ し、 万 が 一 落水 して しま っ た 場 合に 自 身 の 命 を 守 り 被害 を 最小 限に 留 め る た め

の 重 要 な 装備 が ライ フ ジ ャ ケ ッ トで ある。

膨 張 式 の ライ フ ジャ ケ ッ トが 十 数 年 前 か ら プ レ ジャ ー ボー ト の 世 界 で も一 般 的 に 広く

使 わ れ る よ う に な り、 そ の機 能 は 年々 進 化 して い る が、 当 初 よ り 変 わ ら な い 点 は 「定 期

点 検 が 必 要」 と い う こ と で あ る。

膨 張 式 ライ フ ジャ ケ ッ ト に は 作動 部 分が あ り、
「適切 に作 動 しな け れ ばラ イ フ ジ ャ ケ ッ

トと して 機 能 しな い」 と い う こ と を肝 に 銘 じて お く べ き で あ る。 ま た、 気 室 は経 年 変 化

に よ る 劣 化 や 移 送 時 な どに 鋭 利 な 金 属 な ど が突 い て 穴が 空 い て い る 可 能性 も あ る。

外 洋 特 別 規 定 で は 年 に １ 回 以 上 の 定期 点 検 が 必 要 と さ れ て い る が、 簡 単 な 点 検 （ボ ンベ

の装着状態や気室の穴の有無 など）は着用時毎回点検するくらいの慎重さが必要かも し

れ な い
。

ライ フ ジャ ケ ッ トの 一 般 的 な 点 検 方 法 な どは、ＪＳＡＦ 外 洋 安 全 委 員 会 の ウ エ ブ サイ トに

掲 載 し て あ る （ｈｔｔｐ：〃ｗｗ ｗ．ｊｓａｆａｎｚｅｎｊｐ／１－９．ｈｔｍ１）。 機 種 に よ っ て 取 り 扱 い 方 法 が 異 な

る 場 合 が あ る の で、 必 ず白 身 が 使 っ て い る 機 種 の 取 扱 説明 書 に 従 っ て、 ま め な 点 検 を行

っ て 欲 し い
。

ハ ー ネ ス や テ ザ ー、 ライ フ ジャ ケ ッ トは 自身 の 命 を守 る 大 切 な 装備 で あ る。 た だ し、 そ

れ ら は 正 しく 使 用 して そ の 機 能 を 初 め て 発 揮 する 物 で あ る。装 備 の 維 持 点 検 は 艇 の責 任

者 に 求 め ら れ て い る が、 使 用 する 乗 員 自 身 も 同様 に 留 意 すべ き であ ろ う。

ま た、 安 全 確 保 全 般 は 法令 や 規定 を 守 る だ け で 担 保 さ れる もの で は な い。 安 全 確 保 は ど

う あ る べ き か を 常 に 自 身 が 意 識 して 考 え る 必要 が あ る。

ＪＳＡＦ 外洋安全委員会 委員長１大坪明


